
介
護
保
険
は
み
ん
な
で
支
え

合
う
制
度
で
、
40
歳
以
上

の
皆
さ
ん
が
被
保
険
者
と
な
っ
て

保
険
料
を
納
め
、
介
護
が
必
要
と

な
っ
た
と
き
に
、
サ
ー
ビ
ス
が
利

用
で
き
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
な

ど
の
高
齢
者
か
ら
の
相
談
窓
口
と

し
て
、
平
成
18
年
４
月
か
ら
、
高

齢
障
害
課
内
に
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
を
新
設
し
ま
す
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

保
健
師
、
社
会
福
祉
士
、
主
任
ケ

ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
中
心
と
な
っ

て
、
高
齢
者
の
介
護
予
防
な
ど
に

対
応
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
地
域

の
医
療
機
関
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
が
協

力
し
て
、
相
談
を
受
け
付
け
た
り
、

高
齢
者
を
見
守
っ
た
り
、
心
身
の

状
態
に
合
わ
せ
た
総
合
的
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

要
介
護
認
定
を
申
請
し
、
要
支
援
１
〜
２
と
認
定
さ
れ
た
人
は
、
介
護
保
険

の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
非
該
当
と
認

定
さ
れ
た
人
は
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
地
域
支
援
事
業
の
介
護
予
防
事
業
を
利

用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
ち
ら
の
サ
ー
ビ
ス
も
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

が
中
心
と
な
っ
て
介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す
。

地
域
支
援
事
業
を
新
設
し
ま
す

今
年
度
か
ら
新
し
く
取
り
組
む

地
域
支
援
事
業
は
、
元
気
な
う
ち

か
ら
生
涯
を
通
じ
て
、
介
護
予
防

に
取
り
組
ん
で
も
ら
う
よ
う
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
で
は
、
要
介
護
認
定

の
結
果
非
該
当
に
な
っ
た
人
や
、

生
活
機
能
の
低
下
に
よ
り
介
護
が

必
要
と
な
る
恐
れ
の
あ
る
高
齢
者

を
対
象
に
介
護
予
防
事
業
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
元
気
な
高
齢
者
を

中
心
に
、
要
介
護
状
態
に
な
る
恐

れ
の
あ
る
高
齢
者
や
、
要
支
援
１

〜
２
の
人
を
対
象
と
す
る
一
般
向

け
の
介
護
予
防
事
業
も
行
い
ま
す
。

地
域
支
援
事
業
で
実
施
す
る
事
業

・
要
支
援
、
要
介
護
状
態
に
な
る

お
そ
れ
の
あ
る
人

高
齢
者
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
教

室
、
水
中
運
動
教
室
、
閉
じ
こ

も
り
予
防
事
業
な
ど

・
一
般
向
け
の
介
護
予
防
事
業

介
護
予
防
講
演
会
、
転
倒
予
防
教

室
の
開
催
、
地
区
健
康
相
談
、
地

区
住
民
グ
ル
ー
プ
支
援
事
業
な
ど

・
そ
の
他
（
特
定
の
要
件
を

満
た
す
人
に
実
施
）

家
族
介
護
教
室
、
家
族
介
護
用

品
の
支
給
、「
食
」
の
自
立
支
援

な
ど

こ
の
ほ
か
改
正
さ
れ
た
主
な
も
の

「
特
定
福
祉
用
具
の
購
入
」

４
月
か
ら
特
定
福
祉
用
具
販
売

事
業
所
の
指
定
を
受
け
た
事
業
所

（
販
売
店
）
か
ら
購
入
し
た
場
合
に

限
り
、
保
険
給
付
が
受
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
指
定
を
受

け
た
事
業
所
の
確
認
は
、
ケ
ア
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
ま
た
は
市
介
護
保
険

室
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
住
宅
改
修
」

住
宅
の
改
修
も
４
月
か
ら
事
前

申
請
の
場
合
に
限
り
、
保
険
給
付

が
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
申
請
前
に
着
工

さ
れ
た
場
合
、
改
修
内
容
と
し
て

は
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
保

険
給
付
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
証
に
つ
い
て

被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
が
介

護
保
険
制
度
の
改
正
に
よ
り
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
本

年
３
月
末
が
有
効
期
限
と
な
っ
て

い
た
被
保
険
者
証
は
全
て
郵
送
に

よ
り
更
新
い
た
し
ま
し
た
。
以
前

の
被
保
険
者
証
に
つ
い
て
は
、
各

自
で
適
切
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
記
載

内
容
に
変
更
が
な
い
限
り
、
生
涯

に
わ
た
り
利
用
し
ま
す
の
で
、
裏

面
の
注
意
事
項
を
ご
覧
の
上
、
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

高
齢
障
害
課
介
護
保
険
室
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